実 習 委 託 契 約 書
受託者　地方独立行政法人岐阜県総合医療センター（以下「甲」という。）と委託者　　　　
　　　　　　　　（以下「乙」という。）との間において、以下のとおり実習委託契約を
締結する。なお、この契約に定めのない事項については、平成29年　　月　　日付で締
結した「覚書」のとおりとする。
（期間及び人数）
第１条　乙は甲に対し、次の実習指導を委託し、甲はこれを受託するものとする。
（1） 実習名　　　　　　　　　　　　　　実習
（2） 実習場所　　　地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
（3） 実習生氏名　　　　　　　　　（　　名）←氏名の表記が難しい場合は人数のみでも可。
（4） 実習期間　　　　　　　年　月　日  ～　　　　年　月　日（　　日間）
（委託料）
第２条　乙は、甲に対し、実習の実施に関する費用（以下「委託料」という。）を負担するものとする。
２　委託料の額は1名につき、1日あたり　,　　円（消費税を含む。）とする。
３　①　乙は、甲に対し、実習終了翌月末日までに委託料を納入するものとする。
　　　②　乙は、甲に対し、請求書受領月の翌月末までに委託料を納入するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑　上記は任意に変更してください。
（その他の事項）

第３条　この契約に疑義又は変更が生じた場合については、甲乙協議の上、決定する。
本契約の締結の証として本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。
　　　　年　　月　　日
甲：岐阜県岐阜市野一色四丁目６番１号
　　地方独立行政法人岐阜県総合医療センター
　　理事長　桑原　尚志
乙：
